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の様々な機会を通じて国民保護措置の重要性について広く啓発を行う。 

 その際、点字や外国語を使用した広報媒体を使用するなどして、障害者、外国人

等に配慮する。 

 

 

第６節 訓練 

 

 町は、単独、又は国、府をはじめ関係機関、他の市町村等と共同し、防災訓練との

有機的な連携を図りながら、国民保護訓練を実施する。 

 訓練の実施にあたっては、以下に示す訓練項目などを実践的に実施できるよう、実

動訓練（人や物などを実際に動かす訓練）や図上訓練（状況付与に基づいて参加者に

意志決定を行わせる訓練）など訓練形態を適切に選択しながら行うほか、住民の自発

的な協力を得て、住民参加型の訓練を実施する。 

 その際、特に高齢者、障害者その他特に配慮を要する者への的確な対応が図られる

よう留意する。 

 なお、訓練終了後は、訓練評価により課題や教訓を明らかにしたうえで、計画の見

直し等に反映させる。  

 【訓練項目】  

ⅰ 対策本部の設置・運営訓練  

ⅱ 被害状況、安否情報などの収集・提供訓練   

ⅲ 警報・避難指示などの通知・伝達訓練  

ⅳ 避難誘導訓練   

ⅴ 救援実施訓練   

 

 

  第７節 備蓄 

 

１ 町における物資及び資材の備蓄・整備  

 (1）防災のための備蓄の活用 

町は、住民の避難や避難住民の救援等に必要な物資及び資材のうち、国民保護

措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねることができるものについ

ては、地域防災計画で定められている備蓄品目や備蓄基準等を踏まえて備蓄・整

備し、適宜備蓄の品目、備蓄量、備蓄場所、物資及び資材の供給要請先等の確実

な把握、点検等を行う。 
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 (2）国民保護措置の実施のために必要な物資及び資材 

国民保護措置の実施のため、特に必要となる化学防護服や放射線測定装置・除

染器具等の資機材については、国がその整備や整備の促進に努めることとされ、

また、安定ヨウ素剤や天然痘ワクチン等の特殊な医薬品等のうち、国において備

蓄・調達体制を整備することが合理的と考えられるものについては、国が必要に

応じて備蓄・調達体制の整備等を行うこととされているが、町としても、国の整

備の状況等も踏まえ、府と連携しつつ対応する。 

 

２ 府・近隣市町村・関係団体等と連携した備蓄・調達  

 町は、府及び近隣市町村と連携し、他の自治体からの避難住民の受入れも想定し

た、物資・資材の備蓄・調達に努める。また、大量に備蓄することが困難な品目な

どについては、関係団体・企業の協力のもと、事態発生時には、優先的に調達する

ことができるよう努める。 

 

３ 町が管理する施設及び設備の整備及び点検等 

 (1) 施設及び設備の整備及び点検 

町は、国民保護措置の実施を念頭において、その管理する施設及び設備につい

て、整備し、又は点検する。 

 (2) ライフライン施設の機能性の確保 

町は、その管理する上下水道施設等のライフライン施設について、自然災害に

対する既存の予防措置を活用しつつ、系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整

備等による代替性の確保に努める。 

 (3) 復旧のための各種資料等の整備等 

町は、武力攻撃災害による被害の復旧の的確かつ迅速な実施のため、地籍調査

の成果、不動産登記その他土地及び建物に関する権利関係を証明する資料等につ

いて、既存のデータ等を活用しつつ整備し、その適切な保存を図り、及びバック

アップ体制を整備するよう努める。


